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エグゼクティブサマリー
2019年10月11日、マレーシアの2020年度予算案が発表されました。同予算案
は、受益者のターゲットを絞った優遇措置を通じて民間部門および外国からの投
資を促進することを目指す内容となっています。なお、新たな税の導入は盛り込
まれませんでした。

本アラートでは、同予算案の主要な内容を解説します。

詳細

税制上の優遇措置案1

• フォーチュン500企業およびグローバルなユニコーン企業2：

ハイテク業、製造業、および創造的かつ新たな経済市場に属するフォーチュン
500企業およびグローバルに事業展開するユニコーン企業を呼び込むため
に創設される優遇措置パッケージ3に対して、5年間にわたり、年間10億リン 
ギット（2億3,900万米ドル）が配分されます。企業がこの優遇措置の適用を 
受けるためには、マレーシアの中小企業の事業を活発化する経済活動が 
新たに生み出されるよう、50億リンギット（12億米ドル）以上の投資を行わな
ければなりません。上記優遇措置により、今後5年間にわたる15万人の優良
な雇用4の創出と、マレーシアの製造業およびサービス業の活性化が期待さ
れます。
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• 輸出事業：

自社の製品およびサービスを輸出して海外展開できるこ
とを示したマレーシアの事業者を対象として創設された
優遇措置パッケージ5に対して、5年間にわたり、年間10億 
リンギットが配分されます。

• 電気および電子（E&E）関連業：

特定の高付加価値の知識集約型サービスに投資するE&E
企業を対象として、10年間を上限に、法人所得税の免除が
適用されます6。加えてE&E企業7は、5年間の期間中に発
生した適格資本的支出の50%について、法定所得8の50%
を上限とする特別投資控除（ITA）を申請できる可能性が
あります。当該ITAの申請は、2020年1月1日から2021年
12月31日までにマレーシア投資開発庁（MIDA）宛に提出
します。

• 知的財産：

特許および著作権付ソフトウェアの開発を源泉とする適
格所得は、10年間を上限に免税となります。免税とされる
所得の範囲は、OECD9のBEPS10行動計画5の修正ネク
サスアプローチに従って決定されます。当該免税の申請
は、2020年1月1日から2022年12月31日までにMIDA
宛に提出します。

• 自動化：

適格性を満たすプロジェクトを実施する製造業者には、 
現在、自動化設備に関して発生した適格資本的支出のうち
最初の200万リンギット（477,500米ドル）または400万 
リンギット（955,000米ドル）11に係る繰上資本控除
（ACA）、および当該ACAに相当する法人所得税の免除が
与えられています。これらの優遇措置が2023評価年度12 

まで3年間延長されるとともに、一定の場合においては 
サービス企業にまで優遇措置の対象が拡大されます。

• グリーンテクノロジー：

適格性を満たす環境保全活動から得られた所得を対象
とする現行の100%の法人所得税免除を、70%の法人
所得税免除に改正する提案が盛り込まれています。改正
後の70%の法人所得税免除と、環境保全技術に係る資
産についてなされた資本的支出の100%の特別投資控除
（ITA）は、いずれも2023評価年度まで3年間延長され
ます。MIDAは、これらの優遇措置の申請を2023年12月 
31日まで引き続き受け付けます13。また、太陽光設備の 
リース業を対象とする新たな優遇措置が導入され、10年
間を上限に、法定所得の70%の法人所得税免除が与えら
れます。

その他の主要な税制案
• 不動産取引における7%の源泉徴収：

その全部または一部が現金での収受となる対価をもって
非居住者企業から不動産または不動産関連法人の株式14 

を取得する者は、その現金の支払額または購入対価の
7%15相当額のうちいずれか少ない方の額を源泉徴収し、
その取得日から60日以内にマレーシア税務当局に納付す
ることが義務付けられます。この新税制は、2019年財政
法が成立した時点で発効します。

• 輸出事業に係る売上税免税制度：

先般承認された主要輸出業者制度が2020年7月1日の
発効をもって導入されます。当該制度の下では、売上税免
税対象の物品を取り扱っており、一定の承認を得ている 
輸出業者および製造業者16に対し、商品、原材料、部品お
よび包装材料の輸入や購入に係る売上税免税が適用され
ます。

• サービス税のグループ内免税：

現行のグループ内サービス税免税の要件が2020年1月 
1日の発効をもって緩和されます。企業は、当該グループ
内免税を引き続き享受する一方で、グループ外の第三者
に対してサービスを提供することを認められるようになり
ます。ただし、かかる第三者へのサービスの価額が、当該企
業により12カ月間以内に提供されるサービス価額合計の
5%以内であることを条件とします。

• 外貨建融資に対する印紙税：

リンギット以外の通貨建の融資契約に課される従価税率
0.5%の印紙税の上限額が2020年1月1日より引き上げ 
られ、現行の500リンギット（120米ドル）から2,000リン 
ギット（480米ドル）になります。
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巻末注
1. 優遇措置のガイドラインおよび詳細は近日中に公表される見込みです。
2. 主要な用語の定義はまだ公表されていません。
3. 法人所得税の免除、または資本的支出に関する追加的な控除（投資控除）、および現金の給付を中心にその内容が任意に構成される優遇措置パッケージ。
4. 主要な用語の定義はまだ公表されていません。
5. 法人所得税の免除、または資本的支出に関する追加的な控除（投資控除）、および現金の給付を中心にその内容が任意に構成される優遇措置パッケージ。
6. 詳細はまだ公表されていません。
7. 再投資控除または特別再投資控除の適用期間が満了したE&E企業を指します。詳細はGlobal Tax Alert 2016年1月7日付、「Malaysia enacts 2016 

budget proposals」をご参照ください。
8. 税務上の減価償却後・税務調整後の事業所得。
9. 経済協力開発機構。
10. 税源浸食と利益移転。
11. 当該控除額（免除額）の金額は事業の性質によって異なります。
12. 企業の評価年度は、一般的には当該企業の会計期間に対応します。
13. これらの優遇措置の概要については、Global Tax Alert 2018年12月4日付、「Malaysia releases 2019 Budget」をご参照ください。
14. 不動産および不動産関連法人の定義は複雑であることから本アラートでは意図的に省略しています。不動産を所有するマレーシア企業の株式譲渡による

当該不動産の間接的譲渡は、事実関係によっては不動産譲渡益税（RPGT）の課税を生じさせる可能性があります。
15. 現行の3%の税率から引き上げられています。
16. 年間売上のうち80%以上を輸出売上が占める取引業者および製造業者
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